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6 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

小平・村山・大和衛生組合（以下「組合」という。）では、小平市、東大和市及び武

蔵村山市（以下「３市」という。）から発生する可燃ごみの焼却並びに不燃ごみ及び粗

大ごみの破砕・選別を行っている。 

現在の組合のごみ処理施設は、「粗大ごみ処理施設」及び「３号ごみ焼却施設」が稼

働から 40 年以上、「４・５号ごみ焼却施設」が 30 年以上経過しており、25 年から 30

年が一般的といわれているごみ処理施設の稼働年数を超えている状況である。 

このような中、組合では、ごみ焼却施設の更新を視野に入れ、ソフト面では、廃棄物

の減量施策や３市の資源化基準の統一、ハード面では、資源物を３市で共同処理する施

設の新設と粗大ごみ処理施設の更新を内容とする「３市共同資源化事業基本構想」（以

下「基本構想」という。）を策定した。 

基本構想に基づいて、ペットボトル及びその他プラスチック製容器包装を３市で共同

処理する「資源物中間処理施設」は令和元年（2019 年）４月から稼働し、粗大ごみ処理

施設に代わる「（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設」については整備工事に着手している

ところである。 

ごみ焼却施設に関しては、公衆衛生の向上、二次公害の防止という従来のごみ焼却施

設に求められる機能に加えて、熱エネルギーの回収による循環型社会形成への貢献や低

炭素社会実現への寄与、更に、災害発生時に対する強靭性の確保、防災拠点としての役

割など、多様化、重層化しており、こうした時代の要請に応じた施設とする必要性も高

まっている。 

本事業は、基本構想に基づくごみの発生抑制、ごみの資源化施策を踏まえたうえで、

３市のごみを適正かつ安全に処理するとともに、ごみ焼却施設に求められる多様化、重

層化した機能・役割を担う施設として「（仮称）新ごみ焼却施設」を整備するものであ

る。 

 

6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び区域 

対象事業実施区域の位置は、図 6.2-1 及び図 6.2-2 に、対象事業の区域（以下「計画

地」という。）は図 6.2-3 に示すとおりである。 

計画地は、小平市中島町に位置しており、敷地面積約 19,800m2の区域である。 
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図 6.2-1 対象事業の位置 
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：計画地 

図 6.2-2 

計画地周辺の航空写真 
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図 6.2-3 対象事業の区域 

：計画地 

：市界 

立川市 

東大和市 

小平市 
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6.2.2 計画の内容 

本事業は、既存のごみ焼却施設及び付属施設（以下「既存施設」という。）を解体・撤

去し、 新の設備を有するごみ焼却施設を建設するものである。建替え後の主な施設と

しては、工場棟、管理棟、煙突及び付属施設（以下「新施設」という。）がある。 

なお、本事業とは別事業として、計画地内において（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設

を平成 29 年度（2017 年度）から建設し、令和２年度（2020 年度）に稼働予定である。

（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づく生活環境影響調査を実施済みであるが、計画地内で稼働するため、本環境影響

評価では関連施設として取り扱う。 
 

（1）施設計画 

既存施設、新施設及び関連施設の施設概要は表 6.2-1 及び表 6.2-2 に示すとおりであ

る。本事業は、処理能力の大きい既存の４・５号ごみ焼却施設を稼働させながら、既存

の３号ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設等を解体し、その跡地に工場棟を建設し、その

後、既存の４・５号ごみ焼却施設を解体してその跡地に管理棟等を建設する計画とする。 

新施設の工場棟の高さは既存施設の工場棟の高さ 22.5m 以下の 22m とする。また、新

施設の煙突は、高さ 59.5m、工場棟と一体型とする計画とする。 

建築面積は、既存施設が約 5,499m2、新施設及び関連施設が約 7,985m2となる。 

なお、駐車場は 27 台（小型車 23 台、大型バス３台、車いす用１台）分を設ける。 

 

表 6.2-1 既存施設及び新施設等の施設概要(構造等) 

施設区分 既存施設 新施設 

敷地地盤高 T.P.＋97m 注 1) T.P.＋97m 注 1) 

工場棟 
構造 

３号ごみ焼却施設：鉄骨・鉄筋コンクリート造 
４・５号ごみ焼却施設：鉄骨・鉄筋コンクリート造 

鉄骨・鉄筋コンクリート造 

高さ 
３号ごみ焼却施設：20.15m 
４・５号ごみ焼却施設：22.5m 

22m 

管理棟 
構造 － 鉄骨造 

高さ － 約 9m 

煙突 
構造 

３号ごみ焼却施設(独立型煙突注2))  
外筒：鉄筋コンクリート造（高さ 28m まで） 
内筒：鋼製 

４・５号ごみ焼却施設(独立型煙突注2)) 
外筒：鉄筋コンクリート造、内筒：鋼製 

(工場棟一体型煙突注2)) 
外筒：鉄筋コンクリート造 
内筒：鋼製 

高さ 
３号ごみ焼却施設：59.5m 
４・５号ごみ焼却施設：100m 

59.5m 

付属施設 
計量棟、粗大ごみ処理施設、不燃物積替場（高さ
7.6m）、廃水処理施設、旧事務所棟 

計量棟、ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 

関連施設 
(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設 施設規模：28t/5 時間 処理方式：破砕・選別 
構造：鉄骨・鉄筋コンクリート造、高さ：20.08m 

注 1)T.P.とは東京湾平均海面（Tokyo Peil）であり、全国の標高の基準となる海水面の高さである。 

注 2)独立型煙突とは、建物と独立して自立する煙突であり、工場棟一体型煙突とは、工場棟の建物構造と一体と 

なった煙突である。 
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表 6.2-2 既存施設及び新施設等の施設概要(建築面積等) 

施設区分 既存施設 新施設 

建
築
面
積 

工場棟 
３号ごみ焼却施設    ：約 1,371m2 
４・５号ごみ焼却施設：約 2,126m2 

約 5,069m2 

管理棟 － 約 735m2 

付属施設 約 2,002m2 約 205m2 

関連施設 (仮称)不燃・粗大ごみ処理施設 ：約 1,976m2 

合計面積 約 5,499m2 (関連施設を除く面積) 
約 6,009m2 (関連施設を除く面積) 
約 7,985m2 (関連施設を含む面積) 

敷地面積等 
敷地面積：約 19,800m2 
うち、新施設用地面積は約 16,105m2、関連施設用地面積は約 3,695m2 

 

本事業は、令和２年度（2020 年度）に工事に着工し、令和９年度（2027 年度）に完了

する計画である。整備事業の工程は表 6.2-3 に示すとおりである。 

 

表 6.2-3 整備事業の工程(予定) 

年度 
H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

基本計画 
 

           

環境影響
評価手続 

 
 

          

解体建設
工事 

   
 

        

(参考)関
連施設建
設工事 

            

注 1)H29～H30 は平成 29 年度～平成 30 年度を示し、R1～R10 は令和元年度～令和 10 年度を示す。 

注 2)基本計画の工程は、(仮称)新ごみ焼却施設整備基本計画の策定工程を示す。同整備基本計画の策定経過については「6.5 

事業計画の策定に至った経過」(p.52 参照)に示すとおりである。 

注 3)環境影響評価手続の工程は、環境影響評価調査計画書の提出から事後調査手続の終了までを示す。 

注 4)解体建設工事の詳細工程は、「6.3.1 工事工程の概要」(p.38～39 参照)に示すとおりである。 

注 5)(参考)関連施設建設工事工程は、本事業とは別事業として実施する(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設建設工事の工程であ

り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく生活環境影響調査を実施済みである。 

 

計画地における既存施設の配置図は図 6.2-4 に、新施設及び関連施設の配置図は図

6.2-5 に示すとおりである。また、新施設の立面図は図 6.2-6 に、新施設の完成予想図は

図 6.2-7 に示すとおりである。 
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図6.2-4 既存施設の配置図 

立川市 

東大和市 

小平市 

廃水処理施設 

旧事務所棟 計量棟 

4・5 号ごみ焼却施設 

3 号ごみ焼却施設 

粗大ごみ処理施設 

(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設建設中 

不燃物積替場 

：計画地 

：市界 

：既存施設 

：（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設 

：関連施設（（仮称）不燃・粗大ごみ処理施

設）用地 

：緑地  

こもれびの足湯 

煙突 

煙突 

注 1）（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設は、本事業とは別事業であるが、

関連施設として扱うものとする。 
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図6.2-5 新施設及び関連施

設の配置図 

立川市 

東大和市 

小平市 

ストックヤード 

新ごみ焼却施設 

新管理棟 

(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設 

：計画地 

 ：市界 

計量棟 

連絡通路 

煙突 

注 1）（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設は、本事業とは別事業であるが、

関連施設として扱うものとする。 

駐車場 

こもれびの足湯 

：建設予定施設 

：（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設 

：関連施設（（仮称）不燃・粗大ごみ処理施

設）用地 

：緑地 

：連絡通路 
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図 6.2-6(1) 新施設及び（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の立面図（南側、西側立面図）

南側立面図 

西側立面図 

東 西 

南 北 

注 1）（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設は、本事業とは別事業であるが、

関連施設として扱うものとする。 
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図 6.2-6(2) 新施設及び（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の立面図（北側、東側立面図）
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注 1）（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設は、本事業とは別事業であるが、

関連施設として扱うものとする。 
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注 1）図は計画段階のイメージである。実際とは異なる場合がある。 

図 6.2-7 完成予想図(北西側)

完成予想図の視点方向 




